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一

は
じ
め
に

一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
を
境
に
、
わ
が
国
の
上
場
企
業
に
お
け
る
外
国
人
株
主
の
株
式
保
有
割
合
は
一
貫
し
て
高
ま
っ
て
お

り
、
彼
ら
の
去
就
は
株
主
権
行
使
を
通
じ
た
個
々
の
企
業
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
た
、

彼
ら
の
株
主
総
会
に
お
け
る
投
票
行
動
に
多
大
な
影
響
を
与
え
う
る
議
決
権
行
使
助
言
機
関
の
否
決
推
奨
が
報
道
等
で
も
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
な
ど１

）、
外
国
人
株
主
の
背
後
に
あ
る
助
言
機
関
等
の
動
向
も
ま
た
耳
目
を
集
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
外
国
人
投
資

家
に
よ
る
株
主
権
行
使
に
影
響
を
与
え
う
る
こ
れ
ら
議
決
権
行
使
助
言
機
関
や
投
資
家
と
発
行
会
社
と
の
間
に
介
在
す
る
カ
ス
ト
デ
ィ２

）等
の

役
割
も
ま
た
外
国
人
投
資
家
ら
の
わ
が
国
上
場
企
業
に
お
け
る
株
式
保
有
割
合
の
増
加
と
と
も
に
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
わ
が
国
の
上
場
会
社
に
お
け
る
株
主
構
成
の
変
化
に
鑑
み
、
わ
が
国
の
上
場
企
業
に
お
け
る
外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
等
株

主
総
会
を
通
じ
た
経
営
に
対
す
る
牽
制
機
能
の
向
上
、
ひ
い
て
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
寄
与
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
以
下
二
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
外
国
人
株
主
に
よ
る
わ
が
国
上
場
株
式
の
保
有
状
況
の
推
移
を
辿
る
。
続
い
て
、
三
に
お

い
て
は
、
外
国
人
株
主
の
株
主
権
行
使
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
限
界
点
と
し
て
特
定
産
業
保
護
政
策
や
対
日
投
資
政

策
等
に
基
づ
く
株
式
保
有
規
制
を
整
理
し
、
四
に
お
い
て
は
、
外
国
人
株
主
の
重
層
的
議
決
権
行
使
の
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
当
該
プ
ロ
セ
ス
に

鑑
み
た
促
進
策
を
検
討
す
る
。
五
に
お
い
て
は
、
目
下
外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
の
促
進
お
よ
び
カ
ス
ト
デ
ィ
の
適
正
な
位
置
づ
け
に
関

し
改
正
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
欧
州
連
合
（
以
下
「
Ｅ
Ｕ
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
改
正
提
案
の
趣
旨
、
内
容
を
眺
め
つ
つ
、
わ
が
国
へ
の

示
唆
を
得
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
外
国
人
株
主
ま
た
は
外
国
人
投
資
家
と
い
う
用
語
を
全
国
株
懇
連
合
会
理
事
会
が
定
め
た
「
外
国
株
主
に
関
す
る
統

一
取
扱
指
針
」

以
下
「
株
懇
指
針
」
と
い
う
）
上
の
「
外
国
株
主
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
て
い
る
。
当
該
指
針
に
よ
れ
ば
、

外
国
株
主
」

と
は
、
会
社
に
届
け
出
た
住
所
が
日
本
国
外
に
あ
る
株
主
（
実
質
株
主
を
含
む
）
の
み
な
ら
ず
、
国
内
に
居
住
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
署
名
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の
慣
習
の
あ
る
株
主
に
つ
い
て
も
包
摂
さ
れ
る
（
全
国
株
懇
連
合
会
理
事
会
「
外
国
株
主
に
関
す
る
統
一
取
扱
指
針
」

平
成
一
九
年
二
月

二
日
最
終
改
正
）
一
項
）。
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
外
国
株
主
」
に
は
国
外
に
居
住
す
る
日
本
人
や
国
内
に
居
住
す
る
外
国
人
も
含
ま
れ
る
。

本
稿
は
、
遠
隔
的
株
主
権
行
使
の
文
脈
で
は
、
必
ず
し
も
国
外
居
住
邦
人
株
主
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

外
国
人
株
主
」
と
の
表

記
の
も
と
、
も
っ
ぱ
ら
国
外
に
居
住
す
る
外
国
籍
株
主
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
以
下
で
は
、
和
暦
表
記
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
場
合
を
除

き
西
暦
表
記
で
統
一
す
る
こ
と
を
付
言
す
る
。

二

外
国
人
の
株
式
保
有
状
況

日
本
証
券
業
協
会
が
全
国
四
証
券
取
引
所
（
二
〇
一
二
年
ま
で
は
五
証
券
取
引
所
）
の
上
場
会
社
を
対
象
に
毎
年
行
っ
て
い
る
株
式
分
布

状
況
調
査
を
み
る
と
、
一
九
四
九
年
度
か
ら
の
推
移
の
う
ち
、
近
年
の
傾
向
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
外
国
法
人
等３

）の
保
有
株
式
比
率
が

高
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
く
に
二
〇
一
二
年
度
に
は
、
従
来
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
の
も
と
、
融
資
と
株
式
保
有
を
通
じ
て
わ
が
国
の
上

場
企
業
に
お
い
て
圧
倒
的
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
見
せ
て
き
た
金
融
機
関
が
、
そ
の
筆
頭
株
主
と
し
て
の
座
を
外
国
人
株
主
に
奪
わ
れ
、
さ
ら
に

二
〇
一
三
年
度
・
二
〇
一
四
年
度
と
一
貫
し
て
そ
の
差
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る４

）。
外
国
法
人
等
の
投
資
動
向
を
、
投
資
部
門

別
株
式
売
買
状
況
（
図
表
１
参
照
）
に
お
け
る
差
引
売
買
代
金
で
み
る
と
、
二
〇
一
四
年
度
は
二
兆
五
二
四
七
億
円
の
買
い
越
し
と
、
二
〇

〇
九
年
度
以
降
六
年
連
続
の
買
い
越
し
と
な
っ
た
。
外
国
法
人
等
が
、
全
体
と
し
て
前
年
度
を
大
幅
に
上
回
る
九
兆
五
三
八
七
億
円
も
日
本

株
式
を
買
い
越
し
た
二
〇
一
三
年
度
か
ら
比
べ
る
と
買
い
越
し
幅
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
、
金
額
ベ
ー
ス
で
前
年
か
ら
〇
・
九
ポ
イ
ン

ト
プ
ラ
ス
の
三
一
・
七
％
の
保
有
割
合
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る５

）。

物
申
さ
な
い
」
安
定
株
主
の
減
少
と
「
物
申
す
」
内
外
機
関
投
資
家
の
保
有
比
率
の
増
加
、
加
え
て
個
人
・
外
国
人
株
主
等
の
浮
動
株

主
も
増
え
、
前
者
は
会
社
の
統
治
機
構
の
健
全
性
向
上
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
、
後
者
に
よ
る
経
済
的
利
益
の
追
求
は
従
来
以
上
に
株
価
形
成
に
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図表１ 外国人投資家の株式保有の推移

主要投資部門別株式保有比率の推移

出典：東京証券取引所ほか『2014年度株式分布状況調査の調査結果について』(2015年６月18日)
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イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
と
な
る６

）。

三

外
国
人
の
株
式
保
有
に
関
す
る
規
制

近
年
の
外
国
人
株
主
の
台
頭
ぶ
り
は
前
節
に
み
た
よ
う
に
統
計
的
に
も
実
証
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
、
次
節
以
下
の

わ
が
国
の
上
場
会
社
に
対
す
る
外
国
人
投
資
家
の
活
動
促
進
策
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
外
国
人
の
対
日
投
資
に
対
す
る
規
制
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
人
の
自
由
な
経
済
活
動
の
一
端
と
し
て
の
対
日
投
資
の
限
界
点
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
｜
一

業
種
に
よ
る
規
制

ま
ず
、
国
家
の
基
幹
産
業
に
つ
い
て
は
、
一
定
範
囲
で
現
在
も
な
お
外
国
人
の
投
資
規
制
が
存
在
す
る
。
個
別
法
と
し
て
の
日
本
電
信
電

話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
六
条
）、
航
空
法
（
一
二
〇
条
の
二
）、
放
送
法
（
一
一
六
条
）
は
、
特
定
の
業
種
に
属
す
る
上
場
会
社
の

株
式
の
外
国
人
に
よ
る
取
得
に
上
限
を
設
け
て
い
る７

）。

三
｜
二

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
」
上
の
対
日
直
接
投
資
規
制

本
稿
の
対
象
は
、
外
国
人
に
よ
る
間
接
投
資
目
的
で
の
わ
が
国
企
業
の
株
式
取
得
に
関
わ
る
が
、
念
の
た
め
、

外
国
為
替
及
び
外
国
貿

易
法
」（
以
下
「
外
為
法
」
と
い
う
）
上
の
対
内
直
接
当
為
規
制
を
も
一
瞥
し
て
お
く
こ
こ
と
し
た
い
。

外
為
法
二
七
条
一
項
は
、
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
ま
た
は
公
衆
の
安
全
の
保
護
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が

（82-２･３- ）279 23
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あ
る
場
合
ま
た
は
わ
が
国
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
に
審
査
が
必
要
と
な
る
対

内
直
接
投
資
等
に
関
し
、
当
該
対
内
直
接
投
資
等
の
外
国
投
資
家８

）に
対
し
、
財
務
大
臣
お
よ
び
事
業
所
管
大
臣
へ
の
届
出
を
義
務
づ
け
て
い

る
。
届
出
を
し
た
外
国
投
資
家
は
、
財
務
大
臣
お
よ
び
事
業
所
管
大
臣
が
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
原
則
三
〇
日
を
経
過
す
る
日

ま
で
は
対
内
直
接
投
資
等
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
（
同
二
七
条
二
項
）、
こ
の
期
間
は
四
か
月
ま
で
延
長
で
き
（
同
二
七
条
三
項
）、
さ
ら
に
、

財
務
大
臣
お
よ
び
事
業
所
管
大
臣
は
、
関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
う
え
で
、
対
内
直
接
投
資
等
の
内
容
の
変
更
・
中
止

の
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
同
二
七
条
五
項
）。
勧
告
を
受
け
た
者
が
所
定
の
期
間
内
に
応
諾
す
る
か
否
か
の
通
知
を
し
な
か
っ
た
場

合
や
応
諾
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
お
よ
び
事
業
所
管
大
臣
は
対
内
直
接
投
資
等
の
内
容
の
変
更
・
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
（
同
二
七
条
一
〇
項
）。
本
条
に
関
し
、
二
〇
〇
八
年
に
、
ザ
・
チ
ル
ド
レ
ン
ズ
・
マ
ス
タ
ー
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
（
Ｔ
Ｃ
Ｉ
）
と
い
う

イ
ギ
リ
ス
の
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
旧
電
源
開
発
株
式
会
社
（
Ｊ
パ
ワ
ー
）
株
式
の
二
〇
％
の
取
得
計
画
に
際
し
、
財
務
大
臣
お
よ
び
経
済
産
業

大
臣
が
中
止
勧
告
を
応
諾
し
な
か
っ
た
Ｔ
Ｃ
Ｉ
に
対
し
、
株
式
の
取
得
中
止
命
令
を
出
し
た
件
が
想
起
さ
れ
る
。

三
｜
三

大
量
保
有
報
告
制
度

な
お
、
外
国
人
投
資
家
を
狙
い
撃
ち
し
た
も
の
で
は
な
く
、
内
外
の
投
資
家
に
均
し
く
適
用
さ
れ
る
規
制
で
あ
り
、
か
つ
直
接
的
な
株
式

保
有
規
制
で
は
な
い
も
の
の
、
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
金
商
法
」、
条
文
引
用
に
際
し
て
は
「
金
商
」
と
い
う
）
上
に
株
券
等
の
大
量

保
有
報
告
制
度
、
い
わ
ゆ
る
五
％
ル
ー
ル
が
あ
る
。
上
場
会
社
等
の
発
行
済
株
式
総
数
の
五
％
を
超
え
て
株
式
等９

）を
保
有
す
る
者
に
対
す
る

株
式
保
有
に
関
す
る
開
示
義
務
で
あ
る
。
発
行
済
株
式
総
数
の
五
％
を
超
え
て
株
式
を
保
有
す
る
者
を
大
量
保
有
者
と
い
い
、
そ
の
者
は

五
％
を
超
え
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
株
券
等
の
保
有
割
合
、
保
有
目
的
、
資
金
の
出
所
等
を
記
載
し
た
「
大
量
保
有

報
告
書
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
金
商
二
七
条
の
二
三
以
下
）。
保
有
者
に
は
、
他
人
の
名
義
で
株
式
等
を
保
有
す
る
者
も
含
ま
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れ
る
（
金
商
二
七
条
の
二
三
第
三
項
）
か
ら
、
海
外
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
を
ノ
ミ
ニ

ー10
）と

す
る
（
わ
が
国
の
上
場
会
社
の
株

主
名
簿
上
の
株
主
が
海
外
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
と
な
っ
て
い
る
）
外
国
人
実
質
株
主
に
も
開
示
義
務
が
生
じ
る11

）。
こ
の
義
務

が
履
行
さ
れ
て
い
る
限
り
、
全
発
行
済
株
式
の
五
％
超
を
保
有
す
る
実
質
株
主
に
つ
い
て
は
自
ず
と
（
後
述
す
る
株
主
判
明
調
査
を
経
ず
と

も
）
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
な
る
。

四

外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
促
進
策

以
上
の
制
限
を
除
け
ば
、
外
国
人
も
わ
が
国
の
上
場
会
社
の
株
式
の
売
買
を
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
節
で
は
、
外
国
人
株
主
の

議
決
権
行
使
を
中
心
と
し
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
の
足
跡
を
、
諸
デ
ー
タ
を
も
と
に
辿
り
つ
つ
そ
の
具
体
的
な
改
善
状
況
を

分
析
す
る
と
と
も
に
、
主
と
し
て
実
務
的
な
問
題
と
は
な
る
も
の
の
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
抽
出
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

四
｜
一

外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
の
プ
ロ
セ
ス

外
国
人
株
主
と
国
内
の
企
業
と
の
間
に
は
カ
ス
ト
デ
ィ
の
階
層
が
介
在
す
る
た
め
、
外
国
人
株
主
に
対
す
る
株
主
総
会
の
招
集
通
知
お
よ

び
外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
の
流
れ
は
通
常
（
後
述
す
る
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
て
い
な
い
場
合
）
以
下
の
図

の
よ
う
に
幾
段
階
か
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
（
図
２
参
照
）。

ま
ず
、
株
主
総
会
の
招
集
通
知
の
流
れ
で
あ
る
が
、
招
集
通
知
と
議
決
権
行
使
書
は
内
国
株
主
の
場
合
と
同
様
に
総
会
会
日
の
二
週
間
前

ま
で
に
発
送
さ
れ
る
（
会
社
法
（
以
下
「
会
」
と
略
記
す
る
）
二
九
九
条
一
項
）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト

デ
ィ
ア
ン
等
に
直
接
送
付
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
通
常
、
当
該
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
の
日
本
国
内
の
常
任
代
理
人
宛
て
に
送
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付
さ
れ
る
。
株
懇
指
針
に
、
外
国
株
主
は
国
内
に
通
知
を

受
く
べ
き
場
所
を
定
め
な
い
限
り
常
任
代
理
人
を
選
任
し

て
、
名
義
書
換
請
求
、
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行

使
、
諸
通
知
の
受
領
、
配
当
金
の
受
領
な
ど
を
委
任
す
べ

き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
二
項
、
一
〇
項12

））
こ
と
に

加
え
、
海
外
で
は
名
義
書
換
手
続
が
で
き
な
い
こ
と
や
配

当
金
の
支
払
方
法
や
そ
の
費
用
な
ど
の
実
務
的
問
題
が
あ

る
た
め
、
国
内
の
発
行
会
社
は
通
常
、
定
款
や
株
式
取
扱

規
則
・
規
程
等
の
内
規
で
も
っ
て
常
任
代
理
人
の
設
置
ま

た
は
国
内
に
お
い
て
会
社
か
ら
の
通
知
を
受
領
す
べ
き
仮

の
住
所
の
保
持
を
定
め
て
い
る13

）。
し
た
が
っ
て
、
国
内
で

は
、
常
任
代
理
人
に
選
任
さ
れ
て
い
る
銀
行
や
証
券
会
社

が
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
で
あ
り
サ
ブ
カ
ス
ト

デ
ィ
ア
ン
の
役
割
を
担
っ
て
い
る14

）。
ち
な
み
に
、
上
場
会

社
の
株
式
は
振
替
株
式
で
あ
る
か
ら
、
株
主
総
会
開
催
に

伴
う
基
準
日
設
定
に
よ
り
ま
ず
株
主
情
報
が
発
行
会
社
に

通
知
さ
れ
る
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
振
替
」
と
い
う
）
一
五
一
条
一
項
一
号
）。
発
行

会
社
は
振
替
機
関
か
ら
の
株
主
情
報
に
基
づ
き
国
内
常
任

図２ 機関投資家の議決権行使フロー

出典：ICJ作成資料を一部改変
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代
理
人
宛
て
に
通
知
を
送
付
す
る
。

受
領
し
た
招
集
通
知
や
議
決
権
行
使
書
の
扱
い
は
常
任
代
理
人
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
た
め
一
様
で
は
な
い
と
さ
れ
、
常
任
代
理
人

の
と
こ
ろ
で
留
め
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う15

）。
こ
の
場
合
に
は
、
外
国
の
実
質
株
主
の
手
元
に
は
招
集
通
知
等
は
届
い
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
。
近
年
で
は
、
招
集
通
知
等
の
情
報
は
常
任
代
理
人
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
の
も
と
に
送
付
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
か
ら
業
務
を
委
託
さ
れ
た
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
（
た
と
え
ば
、B

ro
a
d
rid
g
e

社
（
後
述
四
｜
三
参
照
）
な
ど
）
が
そ
の
情
報
を

自
己
が
運
営
す
る
シ
ス
テ
ム
上
に
掲
載
す
る
こ
と
が
大
多
数
で
あ
る
た
め
、
実
質
株
主
は
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
の
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
少
な
く
と
も

日
本
語
の
招
集
通
知
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る16

）。
議
案
を
英
文
抄
訳
等
の
う
え
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
に
流
す
か

否
か
も
個
別
の
契
約
に
よ
る
（
英
文
招
集
通
知
採
用
会
社
数
の
統
計
に
つ
い
て
は
、
後
述
四
｜
二
参
照
）。

逆
方
向
の
実
質
株
主
か
ら
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
流
れ
で
進
め
ら
れ
る
。
実
質
株
主
が
招
集
通
知
や
議
決
権
行
使
書
等
の
情

報
を
受
け
取
っ
て
い
た
場
合
は
、
自
ら
そ
の
情
報
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
議
案
ご
と
の
立
場
を
決
め
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
に
指

図
す
る
。
受
け
取
っ
て
い
な
い
場
合
も
先
述
の
通
り
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
等
か
ら
議
案
情
報
を
得
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト

デ
ィ
ア
ン
等
に
投
票
の
指
図
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
実
質
株
主
は
こ
れ
ら
一
連
の
作
業
を
議
決
権
行
使
業
務
代
行
業
者
に
委

託
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
は
受
け
取
っ
た
指
図
内
容
を
集
計
し
て
常
任
代
理
人
に
通
知
す
る
。
常
任
代
理
人
は
当
該
指
図
に
基

づ
い
て
議
決
権
行
使
書
に
記
入
し
、
発
行
会
社
に
返
送
す
る
。
な
お
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
の
段
階
で
、
議
決
権
は
不
統
一
行

使
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
（
会
三
一
三
条
参
照
）、
そ
の
場
合
に
は
、
常
任
代
理
人
は
、
発
行
会
社
に
対
し
、
株
主
総
会
の
日
の
三
日
前
ま

で
に
不
統
一
行
使
を
行
う
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
三
一
三
条
二
項
）。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン

等
か
ら
の
指
図
が
な
く
と
も
、
常
任
代
理
人
が
常
任
代
理
人
契
約
に
基
づ
い
て
自
ら
の
判
断
で
議
決
権
を
行
使
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
と
い

う17
）。

む
し
ろ
、
か
つ
て
は
、
常
任
代
理
人
の
判
断
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
（
普
通
決
議
に
つ
い
て
は
棄
権
）
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
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た18
）。議

決
権
行
使
の
プ
ロ
セ
ス
の
み
で
通
常
一
〇
日
（
八
営
業
日
）
程
度
を
要
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
定
時
株
主
総
会
の
開
催
日
が
集
中
す

る
と
投
資
家
側
に
は
議
案
の
検
討
日
数
が
十
分
と
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
、
ま
た
発
行
会
社
側
に
と
っ
て
も
議
決
権
行
使
書
面
を
受
領
す
る

の
が
総
会
会
日
直
前
と
な
る
た
め
票
読
み
が
難
し
く
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る19

）。

な
お
、
外
国
在
住
の
実
質
株
主
自
ら
議
決
権
行
使
を
望
む
場
合
は
、
理
論
的
に
は
名
義
株
主
で
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等

か
ら
委
任
状
を
得
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
名
義
株
主
の
代
理
人
と
し
て
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
も
原
則
と
し
て

当
該
発
行
会
社
が
国
内
の
常
任
代
理
人
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
常
任
代
理
人
が
総
会
場
に
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
で
は
、
実
質
株
主
が
発
行
会
社
の
株
主
総
会
の
場
に
お
い
て
議
決
権
行
使
を
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、

①
実
質
株
主
が
国
内
の
常
任
代
理
人
を
通
さ
ず
名
義
株
主
で
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
の
議
決
権
代
理
行
使
書
を
持
参
し
て

総
会
場
に
現
れ
、
議
決
権
行
使
を
望
む
場
合
と
、
②
議
決
権
代
理
行
使
書
を
持
参
せ
ず
、
真
の
株
主
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
議
決
権
行
使

を
望
む
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
。
①
・
②
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、
会
社
の
定
款
ま
た
は
そ
の
下
位
規
程
で
あ
る
株
式
取
扱
規
則
・
規
程
等

に
常
任
代
理
人
へ
議
決
権
行
使
を
委
任
す
べ
き
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
、
常
任
代
理
人
に
よ
ら
な
い
名
義
株
主
（
①
）
や
実
質
株
主

（
②
）
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
認
め
た
場
合
に
、
決
議
に
瑕
疵
を
帯
び
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
（
会
八
三
一
条
一
項
一
号
参
照
）、
と
い
う
疑

問
が
生
じ
る
。
前
述
の
株
懇
指
針
は
、
国
外
で
は
困
難
な
外
国
人
保
有
株
式
に
係
る
管
理
上
の
便
宜
を
図
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
外
国
株
主
自
ら
が
コ
ス
ト
と
時
間
を
負
担
し
て
議
決
権
行
使
を
望
む
場
合
に
ま
で
、
杓
子
定
規
に
定
款
等
規
定
を
適

用
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
①
の
場
合
に
は
、
議
決
権
行
使
結
果
は
名
義
株
主
本
人
に
帰
属
し
、
正
当
な
決
議
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
し
、
②
の
場
合
に
も
、
発
行
会
社
は
任
意
で
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
な
い
実
質
株
主
の
議
決
権
行
使
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

か
ら20

）、
カ
ス
ト
デ
ィ
と
の
契
約
関
係
等
を
示
す
書
面
等
に
よ
り
発
行
会
社
が
実
質
株
主
で
あ
る
こ
と
に
満
足
す
る
場
合
に
、
株
主
総
会
へ
の

出
席
、
質
問
権
・
議
案
提
出
権
・
議
決
権
等
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
も
の
（
む
し
ろ
、
発
行
会
社
は
積
極
的
に
当
該
権
利
行
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使
を
認
め
る
べ
き
）
と
考
え
る
。

四
｜
二

外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
へ
の
障
壁

そ
も
そ
も
、
前
款
で
み
た
よ
う
に
、
外
国
人
投
資
家
の
議
決
権
行
使
は
国
内
株
主
の
議
決
権
行
使
よ
り
長
い
プ
ロ
セ
ス
を
経
ざ
る
を
え
な

い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
わ
が
国
の
上
場
会
社
の
株
主
総
会
招
集
手
続
実
務
自
体
が
彼
ら
の
議
決
権
行
使
の
障
壁
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
諸
デ
ー
タ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
わ
が
国
の
上
場
会
社
の
株
主
総
会
招
集
手
続
の
実
態
を
分
析
し
た
う
え
で
、
外
国
人
投

資
家
の
議
決
権
行
使
促
進
の
立
場
か
ら
、
問
題
点
を
摘
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

全
国
株
懇
連
合
会
の
二
〇
一
四
年
の
調
査21

）に
よ
る
と
、
外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
書
・
委
任
状
回
収
割
合
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議

決
権
行
使
（
以
下
「
電
子
投
票
」
と
い
う
）
も
含
め
外
国
人
株
主
の
全
議
決
権
数
に
対
し
七
〇
％
以
上
と
回
答
し
た
会
社
が
全
体
の
一
五
・

六
％
あ
り
（
不
明
と
答
え
た
会
社
が
全
体
の
四
七
・
八
％
）、
外
国
人
投
資
家
か
ら
の
議
決
権
行
使
書
等
の
回
収
率
が
必
ず
し
も
低
い
と
も

言
い
切
れ
な
い
も
の
の
、
上
場
会
社
全
体
で
は
低
調
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。
仮
に
、
外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
実
務
に
際
し
障
壁
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
わ
が
国
に
お
け
る
株
主
総
会
開
催
日
の
集
中
、
招
集
通
知
期
間
の
短
さ
、
お
よ
び
、
情
報
提
供
等
に
お
け
る
使

用
言
語
に
集
約
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る22

）。

ａ
）
集
中
日
開
催

ま
ず
、
集
中
日
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
二
〇
一
四
年
の
株
主
総
会
か
ら
遡
っ
て
五
年
間
の
『
株
主
総
会
白
書
』
を
繙
い
て
み
る
と
、
株

主
総
会
を
集
中
日
に
開
催
し
た
社
数
は
、
二
〇
〇
八
年
に
は
、
全
国
五
証
券
取
引
所
上
場
会
社
二
五
五
八
社
中
一
〇
二
四
社
（
四
〇
・

九
％
）

六
月
二
七
日23

））、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
二
五
一
二
社
中
一
〇
三
一
社
（
四
一
・
〇
％
）

六
月
二
六
日24

））、
二
〇
一
〇
年
に
は
、
二
四
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五
五
社
中
八
六
三
社
（
三
五
・
二
％
）

六
月
二
九
日
）
と
前
年
か
ら
大
幅
に
減
少
し25

）、
二
〇
一
一
年
に
は
、
二
四
三
二
社
中
八
二
三
社

（
三
五
・
五
％
）

六
月
二
九
日26

））、
二
〇
一
二
年
に
は
、
二
四
一
三
社
中
八
三
〇
社
（
三
四
・
四
％
）

六
月
二
八
日27

））、
二
〇
一
三
年
に
は
、

全
国
五
証
券
取
引
所
（
二
〇
一
三
年
一
月
以
降
は
四
証
券
取
引
所
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
二
四
二
八
社
中
八
二
八
社
（
三
四
・
一
〇
％
）

六
月
二
七
日28

））、
二
〇
一
四
年
に
は
、
全
国
四
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
二
四
五
八
社
中
七
六
〇
社
（
三
〇
・
九
％
）

六
月
二
七

日29
））

と
な
っ
て
お
り
、
緩
や
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
集
中
日
開
催
会
社
の
割
合
は
減
少
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
れ
に

関
連
し
て
、
二
〇
一
四
年
の
株
主
総
会
白
書
に
よ
る
と
、
総
会
開
催
日
時
の
決
定
要
因
と
し
て
、
集
中
日
を
避
け
る
と
回
答
し
た
会
社
が
全

国
上
場
会
社
一
七
五
六
社
中
五
九
一
社
（
三
三
・
七
％
）
あ
っ
た30

））。

ｂ
）
招
集
通
知
期
間

続
い
て
、
上
場
会
社
に
お
け
る
株
主
総
会
の
招
集
通
知
期
間
の
経
年
変
化
に
目
を
転
じ
る
。

一
九
九
九
年
六
月
総
会
か
ら
二
〇
一
〇
年
六
月
総
会
ま
で
は
、『
資
料
版
商
事
法
務
』
誌
が
毎
年
招
集
通
知
発
送
日
の
調
査
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
結
果
が
参
考
と
な
る
。
調
査
は
、
そ
の
年
の
六
月
に
定
時
株
主
総
会
を
開
催
し
た
全
国
五
証
券
取
引
所
上
場
会
社
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
招
集
通
知
期
間
を
一
四
日
間
（
中
二
週
間
）
と
す
る
法
定
最
短
期
間
に
近
い
発
送
日
を
と
る
会
社
は
、
一
九
九

九
年
に
は
六
一
・
七
％
で
あ
っ
た
の
が
年
々
減
少
し
、
二
〇
一
〇
年
に
は
二
二
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
招
集
通
知
期
間
が
一
五
日
な
い
し

一
七
日
の
会
社
の
割
合
は
そ
れ
ほ
ど
変
動
せ
ず
、
全
体
の
三
割
な
い
し
四
割
程
度
で
あ
る
。
他
方
、
招
集
通
知
期
間
が
一
八
日
な
い
し
二
〇

日
の
会
社
は
顕
著
な
増
加
傾
向
に
あ
り
、
一
九
九
九
年
の
四
・
三
％
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
二
二
・
三
％
へ
、
ま
た
、
二
一
日
（
中
三
週
間
）

以
上
の
会
社
も
同
様
に
一
九
九
九
年
の
一
・
三
％
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
一
七
・
四
％
へ
と
著
し
く
伸
び
て
い
る31

）。
二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
公

表
さ
れ
た
全
国
株
懇
連
合
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
同
年
に
開
催
さ
れ
た
定
時
株
主
総
会
の
招
集
通
知
の
発
送
日
は
、
上
場
会
社
で
は
中
三
週

間
以
上
の
会
社
が
最
も
多
く
な
っ
て
お
り
（
上
場
会
社
一
六
七
九
社
中
四
八
三
社
、
二
八
・
八
％
）、
中
二
週
間
と
二
週
間
＋
一
日
を
併
せ
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た
社
数
の
割
合
（
二
九
・
三
％
）
と
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
る
。

ｃ
）
外
国
人
株
主
へ
の
配
慮

こ
こ
で
は
、
株
主
総
会
招
集
情
報
の
翻
訳
も
含
め
た
外
国
人
株
主
に
対
す
る
わ
が
国
上
場
会
社
の
配
慮
状
況
を
概
観
す
る
。

二
〇
一
四
年
の
株
主
総
会
白
書
に
よ
っ
て
も
、
と
く
に
何
も
し
て
い
な
い
会
社
が
、
回
答
が
あ
っ
た
上
場
会
社
（
一
七
五
六
社
）
全
体
の

七
〇
・
六
％
を
占
め
て
お
り32

）、
い
ま
だ
、
外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
に
関
心
を
払
っ
て
い
る
国
内
上
場
会
社
は
多
く
は
な
い
。
従
来
か

ら
、
一
部
の
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
招
集
通
知
・
議
決
権
行
使
の
情
報
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
化
、
英
文
招
集
通
知
の
作
成
・
送
付
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
へ
の
英
文
招
集
通
知
の
掲
載
、
専
門
会
社
へ
の
依
頼
に
よ
る
株
主
判
明
調
査
の
実
施33

）等
の
実
務
は
み
ら
れ
た
。
前
述
の
二

〇
一
四
年
一
〇
月
の
全
国
株
懇
連
合
会
の
公
表
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
株
主
に
対
す
る
議
決
権
行
使
書
等
の
回
収
率
向
上
策
と
し
て

は
、
招
集
通
知
の
早
期
発
送
（
三
四
・
三
％
）、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
次
款
参
照
）
へ
の
参
加
（
二
〇
・

七
％
）、
株
主
判
明
調
査
の
実
施
（
一
八
・
七
％
）、
英
文
招
集
通
知
作
成
（
一
七
・
七
％
）
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
の

株
主
総
会
白
書
に
お
い
て
も
類
似
の
結
果
が
得
ら
れ
て
お
り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
（
二
一
・
二
％
）、
Ｈ
Ｐ
に
英
文
招
集
通
知
を

掲
載
（
一
七
・
〇
％
）、
招
集
通
知
・
議
決
権
行
使
を
Ｉ
Ｔ
化
（
一
六
・
二
％
）、
英
文
招
集
通
知
を
作
成
・
送
付
（
一
〇
・
四
％
）、
専
門
会

社
に
依
頼
し
て
株
主
判
明
調
査
を
実
施
（
九
・
九
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
仮
に
、
会
社
が
外
国
人
株
主
の
常
任
代
理
人
に
対
し
て
の
み
、
招

集
通
知
の
発
送
を
早
期
化
し
、
英
文
で
の
招
集
通
知
等
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
む
し
ろ
、
東
京
証
券
取
引
所
が
二
〇
一
五
年
六
月
一
日
か
ら

施
行
し
て
い
る
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
〜
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
た
め
に
〜34

）」
の
基

本
原
則
か
ら
は
、
株
主
の
実
質
的
平
等
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
一
般
的
平
等
則
違
反
等
の
法
的
問
題
を
生
起
さ

せ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る35

）。
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四
｜
三

実
務
の
対
応

｜
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

在
外
投
資
家
の
通
常
の
議
決
権
行
使
プ
ロ
セ
ス
は
、
四
｜
一
で
前
述
し
た
よ

う
に
、
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
の
通
知
・
開
示
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
と
し
て
も
、
翻
訳

等
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
最
短
で
も
や
は
り
八
営
業
日
前
後
を
要

す
る
。
そ
の
た
め
、
よ
り
効
率
的
な
議
決
権
行
使
の
た
め
の
新
た
な
仕
組
み
が

開
発
さ
れ
た
。
電
子
投
票
採
用
会
社
を
対
象
と
す
る
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
が
そ
れ
で
あ
る
。

株
式
会
社
Ｉ
Ｃ
Ｊ
（In

v
esto

r C
o
m
m
u
n
ica
tio
n
s Ja

p
a
n

）
は
、
株
式
会

社
東
京
証
券
取
引
所
とB

ro
a
d
rid
g
e F

in
a
n
cia
l S
o
lu
tio
n
s,
In
c.

と
の
合
弁

会
社
で
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
の
商
法
改
正
に
よ
っ
て
電
子
投
票
制
度
が
導
入

さ
れ
た
の
を
機
と
し
て
、
内
外
機
関
投
資
家
向
け
の
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
の
運
営
等
を
担
う
べ
く
二
〇
〇
四
年
七
月
に
設
立
さ
れ
た
。
二
〇

〇
五
年
一
二
月
決
算
銘
柄
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
、
安
定
株
主
比
率
が
低

く
、
内
外
機
関
投
資
家
の
所
有
割
合
が
高
い
会
社
を
中
心
に
そ
の
利
用
が
広
ま

り36
）、

二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
日
現
在
で
利
用
会
社
は
い
ず
れ
も
上
場
会
社
で
五

五
九
社
に
上
り
、
ま
た
、
五
〇
〇
〇
名
以
上
の
海
外
機
関
投
資
家
の
参
加
を
得

て
い
る
と
い
う37

）。

図３ プラットフォーム利用による外国機関投資家の議案検討期間の短縮

出典：ICJウェブサイトを一部改変
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名
義
株
主
は
、
発
行
会
社
（
株
主
名
簿
管
理
人
）
か
ら
電
子
投
票
サ
イ
ト
ア
ク
セ
ス
用
の
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
（
以
下
「
Ｐ
Ｗ
」
と
い

う
。）
を
割
り
当
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
名
義
株
主
の
協
力
を
得
て
そ
の
背
後
に
い
る
実
質
株
主
を
把
握
し
、
当
該
実

質
株
主
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
用
の
Ｉ
Ｄ
と
Ｐ
Ｗ
を
割
り
当
て
る
。
実
質
株
主
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ア
ク
セ
ス
用
の
Ｉ
Ｄ

と
Ｐ
Ｗ
を
用
い
て
発
行
会
社
の
議
案
情
報
（
す
で
に
大
多
数
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
利
用
会
社
が
英
文
で
の
招
集
通
知
を
作
成
し
て
い
る

が
、
英
訳
版
の
招
集
通
知
が
作
成
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
は
英
文
に
翻
訳
さ
れ
、
外
国
機
関
投
資
家
に
提
供
さ
れ

る
）
を
入
手
し
、
議
決
権
を
行
使
す
る
。
か
か
る
議
決
権
行
使
内
容
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
発
行
会
社
が
割
り
当
て
た
名
義
株

主
の
Ｉ
Ｄ
・
Ｐ
Ｗ
を
通
じ
た
行
使
に
自
動
的
に
変
換
さ
れ
、
発
行
会
社
（
株
主
名
簿
管
理
人
）
に
伝
達
さ
れ
る
（
図
２
参
照
）。
し
た
が
っ

て
、
形
式
的
に
は
名
義
株
主
の
名
に
お
い
て
議
決
権
行
使
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
発
行
会
社
か
ら
は
実
質
株
主
を
特
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

当
該
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
発
行
会
社
と
実
質
株
主
が
シ
ス
テ
ム
上
直
結
し
、
総
会
招
集
通
知
の
発
送
日
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で

議
案
情
報
を
入
手
で
き
る
こ
と
に
よ
り
四
営
業
日
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
の
議
決
権
行
使
を
通
じ
て
株
主
総
会
の
前
日
ま
で
に
指
図
を

す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
よ
り
七
営
業
日
、
そ
れ
ぞ
れ
外
国
機
関
投
資
家
が
検
討
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
増
加
す
る

（
図
３
参
照
）。
加
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
や
常
任
代
理
人
は
自
ら
議
決
権
集
計
を
し
な
く
て
も
よ
く
な
る
た
め
、
そ
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
、
さ
ら
に
発
行
会
社
（
株
主
名
簿
管
理
人
）
は
機
関
投
資
家
等
の
議
決
権
行
使
状
況
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る38

）。

当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
は
、
電
子
投
票
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
う
え
（
二
〇
一
四
年
度
に
お
け
る
全
国
株
懇
加

盟
会
社
二
一
九
八
社
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
で
は
、
回
答
の
あ
っ
た
一
七
五
三
社
中
電
子
投
票
採
用
会
社
は
五
〇
四
社
（
う
ち
一
社
は
非
上

場
）
で
回
答
全
社
に
対
し
二
八
・
九
％
と
な
っ
て
い
る39

））、
そ
の
参
加
費
用
は
、
発
行
会
社
の
前
年
一
二
月
末
時
点
で
の
上
場
時
価
総
額
に

応
じ
て
決
ま
り
、
定
時
株
主
総
会
一
回
あ
た
り
六
〇
万
円
か
ら
一
二
〇
万
円
（
税
別40

））
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
構
築
も
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含
め
た
費
用
対
効
果
を
考
え
、
参
加
に
二
の
足
を
踏
む
企
業
も
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
で
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
用
等
を
含
む
議
決
権
行
使
の
電
子
行
使
を
可
能
と
す
る
た
め
の

環
境
づ
く
り41

）が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
通
り
、
外
国
人
投
資
家
に
対
す
る
議
決
権
行
使
促
進
策
の
中
で
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
採
用

が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
決
権
行
使
の
Ｉ
Ｔ
化
と
抱
き
合
わ
せ
で
採
用
会
社
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

四
｜
四

議
決
権
以
外
の
株
主
権
の
行
使

議
決
権
行
使
以
外
の
株
主
の
監
督
是
正
権
等
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
保
管
管
理
業
務
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
仮
に
株
式
取
扱

規
則
・
規
程
等
で
国
内
の
常
任
代
理
人
の
設
置
を
定
め
て
い
る
発
行
会
社
に
あ
っ
て
も
国
内
の
常
任
代
理
人
を
経
る
こ
と
な
く
行
使
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。
少
数
株
主
権
や
単
独
株
主
権
の
散
発
的
個
別
行
使
に
つ
い
て
は
、
個
別
株
主
通
知
（
振
替
一
五
四
条
）
が
必
要
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
形
式
的
に
は
振
替
機
関
の
振
替
口
座
簿
上
株
主
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
が
実
質
株
主

の
指
図
に
よ
り
、
ま
ず
自
己
が
口
座
を
有
す
る
口
座
管
理
機
関
を
通
じ
て
振
替
機
関
に
申
し
出
て
自
己
に
係
る
保
有
振
替
株
式
の
種
類
・
数

等
の
事
項
を
発
行
会
社
に
通
知
し
て
も
ら
い
、
通
知
後
四
週
間
以
内
に
（
振
替
一
五
四
条
二
項
、
同
施
行
令
四
〇
条
）
発
行
会
社
に
対
し
当

該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
会
社
法
一
三
〇
条
一
項
の
対
抗
要
件
は
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、
個
別
株
主
通
知
手
続
を

具
備
す
れ
ば
株
主
名
簿
上
の
記
載
・
記
録
に
関
わ
り
な
く
（
株
主
名
簿
の
記
載
・
記
録
は
総
株
主
通
知
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
（
振
替
一
五

二
条
参
照
））、
当
該
株
主
（
こ
こ
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
）
は
会
社
に
対
し
て
権
利
行
使
し
う
る42

）。
議
決
権
以
外
の
株
主

権
に
つ
い
て
は
、
代
理
行
使
の
規
定
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
実
質
株
主
が
当
該
株
主
権
を
上
述
の
議
決
権
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス

ト
デ
ィ
ア
ン
等
の
代
理
人
と
し
て
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
時
に
、
振
替
機
関
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
え
な
い
者
の
名
に
お
い
て
通
知

手
続
を
完
了
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
実
質
株
主
は
、
先
述
の
と
お
り
、
名
義
株
主
に
対
し
権
利
行
使
を
指
図
す
る
か
、
ま
た
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は
、
名
義
株
主
の
名
義
を
借
用
し
て
、
株
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
と
な
る
。

五

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
「
上
場
会
社
に
お
け
る
株
主
の
諸
権
利
の
行
使
に
関
す
る
指
令
」

と
改
正
提
案

以
上
、
本
稿
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
人
投
資
家
の
株
式
保
有
の
増
加
を
背
景
に
、
外
国
人
株
主
の
株
主
権
行
使
を
通
じ
た
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
善
に
向
け
た
、
主
と
し
て
実
務
上
の
問
題
点
を
抽
出
し
て
き
た
。
わ
が
国
が
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
克
服
す
る
に

あ
た
っ
て
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
の
動
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
際
的
株
主
権
行
使
に

関
す
る
立
法
動
向
を
描
出
し
、
わ
が
国
に
対
し
示
唆
し
う
る
と
思
わ
れ
る
点
を
摘
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

五
｜
一

既
存
指
令
の
概
容

Ｅ
Ｕ
で
は
、
二
〇
〇
七
年
に
上
場
会
社
に
お
け
る
株
主
権
行
使
に
関
す
る
指
令43

）を
採
択
し
、
域
内
に
登
記
を
有
し
域
内
の
公
認
証
券
取
引

所
に
上
場
銘
柄
を
有
す
る
株
式
会
社44

）の
株
主
の
国
際
的
議
決
権
行
使
の
促
進
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
指
令
は
、
域
内
の
上
場
会
社
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
自
社
サ
イ
ト
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る45

）。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
株
主
総
会
の
事
前
の
情
報
提
供
は
、
招
集
通
知
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
総
会
会
日
の
二
一
日
前
ま
で
に
発
送
す
る
こ

と46
）、

招
集
通
知
に
は
、
①
総
会
開
催
場
所
、
議
題
、
②
株
主
提
案
権
お
よ
び
電
子
投
票
権
の
行
使
期
間
（
詳
細
情
報
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で

公
表
さ
れ
る
場
合
に
は
行
使
締
切
日
の
み
の
記
載
可
）、
議
決
権
代
理
行
使
の
方
法
、
書
面
投
票
・
電
子
投
票
の
手
続
、
③
基
準
日
お
よ
び

基
準
日
株
主
に
の
み
株
主
総
会
へ
の
出
席
お
よ
び
議
決
権
行
使
が
認
め
ら
れ
る
旨
、
④
株
主
総
会
に
提
出
さ
れ
る
書
類
お
よ
び
株
主
提
案
全
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文
の
入
手
方
法
、
⑤
株
主
総
会
に
関
す
る
情
報
開
示
が
な
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス
、
が
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い47

）。
ま
た

総
会
会
日
の
二
一
日
以
前
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
、
①
招
集
通
知
情
報
に
加
え
、
②
招
集
通
知
発
送
日
に
お
け
る
発
行
済
株
式
数
お

よ
び
議
決
権
数
（
種
類
株
式
が
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
種
類
株
式
ご
と
に
開
示
）、
③
株
主
提
案
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
提
案
受
領
後
速

や
か
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
当
該
提
案
を
加
え
、
株
主
提
案
が
な
い
場
合
に
は
会
社
の
権
限
あ
る
機
関
の
各
議
案
に
対
す
る
意
見
、
④
委

任
状
お
よ
び
書
面
投
票
の
様
式
が
直
接
株
主
に
送
付
さ
れ
な
い
場
合
は
当
該
様
式
、
が
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い48

）。

株
主
の
議
決
権
行
使
に
関
し
て
は
、
株
主
名
簿
上
の
名
義
株
主
と
異
な
る
実
質
株
主
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
お
よ
び
議
決
権
行
使
を
認

め49
）、

基
準
日
後
の
株
式
譲
渡
等
か
ら
の
基
準
日
株
主
の
議
決
権
行
使
の
確
保
等
の
保
護
を
図
っ
て
い
る50

）。
基
準
日
は
、
総
会
会
日
よ
り
三
〇

日
以
内
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る51

）。
ま
た
、
基
準
日
と
招
集
通
知
発
送
日
と
の
間
は
八
日
以
上
あ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い52

）。
議
決
権
の
代
理
行
使
に
関
し
て
は
、
加
盟
国
に
対
し
、
株
主
が
同
一
会
社
の
株
式
に
つ
き
複
数
の
証
券
会
社
等
に
口
座
を
有
す
る
場
合
を

除
き
、
一
総
会
一
株
主
あ
た
り
の
代
理
人
数
を
制
限
す
る
こ
と
を
許
容
し
つ
つ53

）、
代
理
行
使
に
関
す
る
制
限
を
、
代
理
人
と
株
主
と
の
間
に

利
益
相
反
が
生
じ
る
場
合
を
除
き
設
け
な
い
こ
と
と
し54

）、
ま
た
、
代
理
人
が
株
主
の
指
図
に
従
っ
た
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
、
代
理
人
に
議

決
権
指
図
内
容
記
録
の
保
存
を
所
定
の
期
間
義
務
づ
け
、
議
決
権
行
使
が
株
主
の
指
図
通
り
に
な
さ
れ
た
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
の
措
置
化
を
定
め
て
い
る55

）。
加
盟
国
は
、
複
数
の
株
主
の
た
め
に
議
決
権
を
代
理
行
使
す
る
者
に
つ
い
て
、
議
決
権
を
不
統
一
行
使
し

う
る
旨
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い56

）。

顧
客
の
た
め
に
業
と
し
て
株
主
の
議
決
権
行
使
を
す
る
者
に
対
し
て
は57

）、
議
決
権
行
使
の
前
提
と
し
て
従
属
法
が
株
主
に
開
示
を
義
務
づ

け
る
場
合
に
は
、
特
定
さ
れ
た
顧
客
お
よ
び
当
該
顧
客
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
議
決
権
数
の
リ
ス
ト
を
会
社
に
対
し
開
示
す
る
こ
と
以
上
を

求
め
て
は
な
ら
な
い
旨58

）、
株
主
が
顧
客
の
た
め
に
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
証
明
を
従
属
法
が
求
め
る
場
合
に
は
、
顧
客
の
特
定
に
必
要

な
範
囲
、
ま
た
は
議
決
権
行
使
の
指
図
内
容
を
証
明
す
る
の
に
必
要
な
範
囲
で
の
み
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
当
該
証
明
の
義
務
づ
け
は
こ
れ
ら
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の
目
的
の
達
成
に
鑑
み
て
均
衡
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い59

）。
通
常
は
、
複
数
の
顧
客
の
た
め
に
議
決
権
行
使
を
す
る
た
め
、
前
述
の
複
数
の
株

主
の
た
め
の
代
理
行
使
に
関
す
る
規
定
で
捕
捉
さ
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
顧
客
の
た
め
業
と
し
て
議
決
権
行
使
を
行
う
株
主
に

は
、
議
決
権
の
不
統
一
行
使
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る60

）。
ま
た
、
株
主
の
議
決
権
行
使
代
理
人
の
人
数
を
従
属
法
が

制
限
す
る
場
合
も
、
株
主
は
顧
客
ご
と
に
、
ま
た
は
、
顧
客
か
ら
指
定
さ
れ
た
第
三
者
に
つ
き
、
さ
ら
な
る
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
を
妨

げ
ら
れ
な
い61

）。
五
｜
二

改
正
指
令
案

本
指
令
は
、
経
営
者
の
短
期
的
リ
ス
ク
テ
イ
ク
へ
の
株
主
の
支
持
が
金
融
危
機
の
一
因
と
な
っ
た
と
の
反
省
の
も
と
、
欧
州
委
員
会
か

ら
、
二
〇
一
〇
年
お
よ
び
二
〇
一
一
年
に
相
次
い
で
公
表
さ
れ
た
二
点
の
緑
書62

）お
よ
び
二
〇
一
二
年
の
欧
州
委
員
会
行
動
計
画
（th

e
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63
）

co
m
p
a
n
ies

）
に
基
づ
き
、
現
在
見
直
し
の
渦
中
に
あ
る
。
欧
州
委
員
会
は
、
二
〇

一
四
年
四
月
、
改
正
提
案64

）を
と
り
ま
と
め
、
欧
州
議
会
に
提
出
し
た
が
、
そ
の
後
本
稿
執
筆
現
在
（
二
〇
一
五
年
九
月
）
に
至
る
も
欧
州
議

会
に
て
審
議
中
で
あ
る65

）。
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト
は
い
く
つ
か
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
機
関
投
資
家
等
の
投
資
先
会
社
へ
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン

ト66
）の

度
合
お
よ
び
そ
の
質
の
向
上
、
投
資
助
言
機
関
の
信
頼
性
と
助
言
の
質
の
向
上
お
よ
び
、
実
質
株
主
特
定
を
通
じ
た
重
層
的
投
資
構
造

に
お
け
る
国
際
的
な
情
報
伝
達
（
議
決
権
行
使
を
含
む
）
の
促
進
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
、
域
外
居
住
株
主
の
株
式

保
有
比
率
が
四
四
％
程
度
に
の
ぼ
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る67

）。

ま
ず
、
改
正
提
案
で
は
、
実
質
株
主
の
議
決
権
行
使
の
保
障
の
観
点
か
ら
、
加
盟
国
は
、
会
社
の
請
求
に
よ
り
、
中
間
媒
体
が
（
複
数
の

媒
体
が
存
在
す
る
と
き
に
は
媒
体
間
の
伝
達
を
通
じ
）
遅
滞
な
く
実
質
株
主
の
氏
名
・
名
称
、
連
絡
先
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
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と68
）、

実
質
株
主
は
自
己
の
情
報
が
伝
達
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
不
完
全
・
不
正
確
な
情
報
の
訂
正
や
削
除
を
求
め
う
る
こ
と69

）、
会
社
が

実
質
株
主
と
の
直
接
連
絡
を
し
な
い
と
き
は
、
株
主
権
行
使
に
必
要
な
情
報
は
中
間
媒
体
に
よ
っ
て
実
質
株
主
ま
た
は
実
質
株
主
が
指
定
す

る
第
三
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
株
主
権
行
使
に
関
す
る
実
質
株
主
の
指
図
内
容
は
中
間
媒
体
に
よ
っ

て
遅
滞
な
く
会
社
に
対
し
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と70

）、
中
間
媒
体
に
よ
っ
て
実
質
株
主
の
議
決
権
行
使
の
促
進
策
が
講
じ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
が
定
め
ら
れ
て
い
る71

）。

次
に
、
機
関
投
資
家
等
の
投
資
先
会
社
へ
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
加
盟
国
は
、
資
産
保
有
者
で
も
あ
り
資
産
運
用

者
で
も
あ
る
機
関
投
資
家
お
よ
び
資
産
運
用
委
託
先
と
し
て
の
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
対
し
、
①
投
資
戦
略
に
株
主
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ

ン
ト
を
組
み
込
む
こ
と
、
②
非
財
務
的
業
績
も
含
め
、
投
資
先
会
社
を
監
視
す
る
こ
と
、
③
投
資
先
会
社
と
の
対
話
を
行
う
こ
と
、
④
議
決

権
を
行
使
す
る
こ
と
、
⑤
投
資
助
言
機
関
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
⑥
他
の
株
主
と
共
同
す
る
こ
と
、
を
実
現
す
る
た

め
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
方
針
を
定
め
、
当
該
方
針
の
実
施
状
況
お
よ
び
成
果
を
毎
年
会
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
開
示
さ
せ
る
こ
と
と

す
る
こ
と72

）、
機
関
投
資
家
等
は
会
社
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
内
容
お
よ
び
そ
の
理
由
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
開
示
し
な

い
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
明
確
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い73

）。
次
に
、
加
盟
国
は
、
機
関
投
資
家
に
対
し
、
そ
の
投
資
戦
略
を
資
産
運
用
の

中
長
期
的
実
績
へ
の
貢
献
と
関
連
づ
け
つ
つ
会
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
公
衆
向
け
に
開
示
さ
せ
る
こ
と
（
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
運

用
を
委
ね
て
い
る
場
合
に
は
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
の
運
用
契
約
の
骨
子
の
開
示
。
骨
子
は
所
定
の
要
素
を
含
み
、
含
ん
で
い
な
い

場
合
に
は
そ
の
理
由
を
開
示74

））、
他
方
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
対
し
、

そ
の
顧
客
た
る
）
機
関
投
資
家
へ
半
期
ご
と
に
運
用
契
約
上

の
投
資
戦
略
お
よ
び
そ
の
実
施
が
当
該
機
関
投
資
家
の
中
長
期
的
資
産
運
用
実
績
に
い
か
に
貢
献
す
る
か
を
開
示
さ
せ
る
こ
と
（
開
示
事
項

は
法
定
さ
れ
て
い
る75

））、
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
議
決
権
行
使
助
言
機
関
に
つ
い
て
は
、
加
盟
国
に
、
議
決
権
行
使
助
言
機
関
が
自
己
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
推
奨
が
、
入
手

し
う
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
徹
底
的
分
析
に
基
づ
き
正
確
か
つ
信
頼
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
適
切
な
措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
、
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議
決
権
行
使
助
言
機
関
が
自
己
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
推
奨
の
準
備
に
関
し
、
毎
年
所
定
の
情
報
の
す
べ
て
を
公
衆
に
開
示
す
る
こ
と

（
所
定
の
情
報：

ａ
）
用
い
た
方
法
・
モ
デ
ル
の
基
本
的
特
徴
、

ｂ
）
用
い
た
主
要
な
情
報
源
、

ｃ
）
内
国
市
場
、
法
規
制
の
条
件
を
考

慮
し
た
か
、
考
慮
し
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
た
か
、

ｄ
）
議
決
権
行
使
に
関
す
る
推
奨
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
会
社
と
対
話
し

た
か
、
対
話
し
た
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
お
よ
び
ど
の
よ
う
な
性
質
の
対
話
か
、

ｅ
）
議
決
権
行
使
の
推
奨
の
準
備
に
従
事
し
た
職
員
数
、

ｆ
）
前
年
提
供
し
た
議
決
権
行
使
に
関
す
る
推
奨
の
件
数
）、
当
該
情
報
は
議
決
権
行
使
助
言
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
三
年
以
上
開
示
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と76

）、
議
決
権
行
使
助
言
機
関
が
顧
客
と
議
決
権
行
使
推
奨
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
会
社
に
対
し
、
議
決
権
行
使
に

関
す
る
推
奨
の
準
備
に
影
響
を
与
え
う
る
潜
在
的
・
顕
在
的
利
益
相
反
ま
た
は
業
務
上
の
関
係
、
お
よ
び
潜
在
的
・
顕
在
的
利
益
相
反
の
除

去
ま
た
は
低
減
の
た
め
に
と
っ
た
行
動
を
遅
滞
な
く
特
定
し
開
示
さ
せ
る
こ
と77

）、
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

六

お
わ
り
に
｜
外
国
人
株
主
の
権
利
行
使
の
促
進
を
通
じ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

改
善
に
向
け
て
｜

わ
が
国
の
上
場
会
社
に
あ
っ
て
は
、
か
つ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
株
主
総
会
の
役
員
選
任
議
案
等
に
か
か
る
定
足
数
充
足
の
観
点
か
ら
、
外
国

人
株
主
、
と
り
わ
け
外
国
人
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
書
の
回
収
に
意
が
注
が
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
そ
の
目
的
に
と
ど
ま
ら
ず
、
外
国

人
株
主
の
議
決
権
行
使
を
積
極
的
に
促
し
、
外
国
人
投
資
家
が
厳
密
な
法
的
意
味
で
の
受
託
者
責
任
に
と
ど
ま
ら
な
い
機
関
投
資
家
と
し
て

の
役
割
と
責
務
を
果
た
す
方
向
へ
導
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る78

）。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
に
金
融
庁
か
ら
公
表

さ
れ
国
内
の
数
多
く
の
機
関
投
資
家
が
受
入
れ
を
表
明
し
て
い
る
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
」

金
融
庁
「
日
本
版
ス

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会79

）」）
の
諸
原
則
と
も
整
合
す
る
。

も
っ
と
も
、
外
国
人
株
主
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
真
の
株
主
像
が
会
社
に
み
え
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
す
で
に
た
び
た
び
述
べ
た
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よ
う
に
、
通
常
、
会
社
の
株
主
名
簿
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
発
行
会
社
は
、
た
と
え
ば
米

国
の
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
の
公
開
情
報
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
こ
か
ら
フ
ァ
ン
ド
の
個
別
銘
柄
へ
の
投
資
状
況
を
把
握

し
、
実
質
株
主
と
名
義
株
主
の
つ
な
が
り
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る80

）。
し
た
が
っ
て
、
発
行
会
社
と
実
質
株
主
と
の
間
の
直
接
的

や
り
取
り
は
個
別
調
査
等
が
功
を
奏
し
な
い
限
り
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い81

）（
な
お
、
こ
の
点
へ
の
手
当
て
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

他
方
、
実
質
株
主
側
か
ら
発
行
会
社
に
対
し
、
株
主
総
会
へ
の
出
席
お
よ
び
議
決
権
行
使
の
任
意
の
申
し
出
が
あ
る
こ
と
が
実
務
上
あ
る

よ
う
で
あ
る82

）。
た
と
え
ば
、
全
国
株
懇
連
合
会
の
二
〇
一
四
年
一
〇
月
の
「
株
主
総
会
等
に
関
す
る
実
態
調
査
集
計
表
」
に
よ
る
と
、
名
義

株
主
の
背
後
に
い
る
実
質
株
主
か
ら
総
会
へ
の
出
席
に
つ
い
て
事
前
に
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応
と
い
う
項
目
へ
の
回
答
に
つ
い
て
、

上
場
会
社
一
六
七
九
社
の
う
ち
「
出
席
は
認
め
、
質
問
、
議
決
権
等
の
株
主
権
行
使
も
認
め
る
」
が
一
〇
九
社
（
六
・
五
％
）、

出
席
は
認

め
、
質
問
、
議
決
権
等
の
株
主
権
行
使
は
認
め
な
い
」
が
一
五
〇
社
（
八
・
九
％
）、

出
席
は
認
め
な
い
が
、
別
室
で
の
傍
聴
を
許
可
」
が

五
五
社
（
三
・
三
％
）、

そ
の
他
」
が
九
一
社
（
五
・
四
％
）、
実
質
株
主
か
ら
事
前
に
申
し
出
が
な
か
っ
た
会
社
で
は
、

基
本
方
針
を
定

め
て
い
な
い
」
が
九
九
〇
社
（
五
九
・
〇
％
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る83

）。

現
状
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
関
係
当
事
者
（
発
行
会
社
、
株
主
名
簿
管
理
人
、
名
義
株
主
、
実
質
株
主
等
）
間
で
の

調
整
が
試
み
ら
れ
、
実
質
株
主
が
一
名
の
み
の
場
合
に
は
議
決
権
行
使
ま
で
認
め
、
複
数
名
の
場
合
に
は
、
実
質
株
主
か
否
か
の
真
偽
の
特

定
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
出
席
は
認
め
る
も
の
の
議
決
権
行
使
は
認
め
な
い
と
い
う
扱
い
を
す
る
発
行
会
社
が
多
い
と
い
う
。
す
で
に
四

｜
四
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
名
義
株
主
た
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
の
代
理
人
と
し
て
の
行
使
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

仮
に
議
決
権
代
理
行
使
書
を
携
行
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
国
内
の
常
任
代
理
人
を
通
す
こ
と
な
く
、
実
質
株
主
が
総
会
場
に
現
れ
た
と
し

て
も
、
名
義
株
主
と
の
委
託
な
い
し
信
託
関
係
を
証
明
し
て
自
ら
が
実
質
株
主
で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
れ
ば
、
発
行
会
社
は
株
主
総
会
へ

の
出
席
、
質
問
権
・
議
案
提
出
権
・
議
決
権
等
の
行
使
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
実
務
に
は
、
記
名
株
式
の
み
の
発
行
と
そ

れ
を
支
え
る
株
主
名
簿
制
度84

）と
の
整
合
性
、
あ
る
い
は
実
務
の
複
雑
化
な
ど
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
わ
が
国
の
会
社
法
は
す
で
に
株
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式
の
ノ
ミ
ニ
ー
保
有
の
存
在
を
前
提
と
し
た
議
決
権
の
不
統
一
行
使
の
制
度
（
不
統
一
行
使
を
す
る
株
主
が
「
他
人
の
た
め
に
株
式
を
有
す

る
者
」
で
な
い
と
き
は
、
会
社
は
そ
の
行
使
を
拒
み
う
る
制
度
と
な
っ
て
お
り
、
多
様
な
形
態
の
保
有
を
捕
捉
し
つ
つ
も
カ
ス
ト
デ
ィ
保
有

が
そ
の
中
核
に
位
す
る
こ
と
は
疑
を
入
れ
な
い
）
を
導
入
し
て
お
り
（
会
三
一
三
条
）（
先
に
み
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
で
は
、
こ
の
不
統
一
行

使
制
度
は
、
会
社
に
よ
る
実
質
株
主
調
査
権
の
保
障
や
実
質
株
主
に
よ
る
直
接
的
権
利
行
使
等
を
含
め
た
実
質
株
主
保
護
制
度
全
体
に
お
け

る
不
可
欠
の
一
部
を
な
し
て
い
る
）、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
Ｅ
Ｕ
と
同
様
の
制
度
設
計
を
会
社
法
上
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
発
行
会
社
は
、
自
ら
の
調
査
権
行
使
に
よ
っ
て
判
明
し
た
も
の
を
含
め
、
実
質
株
主
で
あ
る
こ
と
が
客
観
的
に
判
別
で
き
る
限
り
、

そ
の
者
の
権
利
行
使
を
実
質
株
主
間
で
平
等
に
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
発
行
会
社
が
実
質
株
主
の
権
利
行
使
を
認
め
る
旨
の
定
款
規

定
を
定
め
た
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
会
社
法
中
、
こ
れ
を
明
文
規
定
と
し
て
置
く
こ
と
で
（
認
め
る
べ
き
権
利
行
使
は

株
主
総
会
に
関
連
す
る
権
利
に
限
定
す
べ
き
と
考
え
る
も
の
の
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
途
考
察
し
た
い
）、
よ
り
上
記
諸
コ
ー
ド
と
整
合

し
た
制
度
設
計
が
図
ら
れ
、
ま
た
実
務
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
大
き
い
も
の
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
実
質
株
主
に
お
い
て
名
義
株
主
が
自
己
の
指
図
通
り
議
決
権
を
行
使
し
た
か
を
確
認
で
き
る
枠
組
み
を
用
意
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
前
節
で
み
た
と
お
り
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
代
理
人
が
株
主
の
指
示
に
従
っ
た
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
、
代
理
人
に
議
決
権

指
図
内
容
記
録
の
保
存
を
所
定
の
期
間
義
務
づ
け
、
議
決
権
行
使
が
株
主
の
指
図
通
り
に
な
さ
れ
た
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

の
加
盟
国
国
内
措
置
化
が
指
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
会
社
法
の
も
と
で
は
、
議
決
権
の
代
理
行
使
の
局
面
に
お
け
る
議

決
権
代
理
行
使
書
面
の
会
社
の
本
店
で
の
備
置
き
お
よ
び
所
定
の
株
主
に
よ
る
閲
覧
謄
写
請
求
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
会
三
一
〇
条
六
項
・

七
項
）。
こ
れ
は
、
株
主
が
後
日
議
決
権
代
理
行
使
書
面
の
真
否
を
調
査
し
、
あ
る
い
は
議
決
権
代
理
行
使
書
面
の
記
載
ど
お
り
に
議
決
権

が
行
使
さ
れ
た
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る85

）。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
に
お
い
て
も
実
質
株
主
が
名
義
株
主
に

対
し
か
か
る
閲
覧
謄
写
請
求
権
行
使
に
よ
る
調
査
を
指
図
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
議
決
権
行
使
が
書
面
投
票
・
電
子
投
票

に
よ
り
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
名
義
株
主
へ
の
指
図
に
よ
り
、
投
票
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
会
三
一
一
条
三
項
・
四
項
、
三
一
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二
条
四
項
・
五
項
）。
し
か
し
、
名
義
株
主
や
さ
ら
に
そ
の
代
理
人
が
実
質
株
主
の
指
図
に
従
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
損
害
賠
償
請
求
等
の

事
後
的
請
求
を
代
理
行
使
者
に
対
し
求
め
う
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
格
別
、

発
行
会
社
が
実
質
株
主
の
原
告
適
格
を
争
わ
な
い
か
、
実

質
株
主
の
議
決
権
行
使
を
認
め
た
が
ゆ
え
に
信
義
則
に
基
づ
き
実
質
株
主
の
原
告
適
格
を
争
え
な
い
等
の
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
）
実
質

株
主
が
決
議
の
取
消
し
（
会
八
三
一
条
一
項
一
号
）
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
規
定
の
存
在
意
義
は
決
し
て
小
さ

く
な
く
、
名
義
株
主
や
そ
の
代
理
人
の
適
切
な
議
決
権
行
使
を
促
進
す
る
効
用
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
導
入
は
、

一
連
の
株
主
の
権
利
行
使
の
基
礎
を
な
す
事
項
で
あ
る
が
ゆ
え
金
商
法
上
の
大
量
保
有
報
告
制
度
の
補
充
規
定
等
と
し
て
で
は
な
く
、
会
社

法
に
お
け
る
実
質
株
主
の
存
在
を
前
提
と
し
た
発
行
会
社
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
基
づ
く
開
示
枠
組
み86

）の
構
築
と
抱
き
合
わ
せ
で
行
う
必
要

が
あ
る
。

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
制
定
に
よ
り
、
機
関
投
資
家
の
投
資
先
会
社
に
対
す
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
Ｅ
Ｕ
に
先
ん
じ
て
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
か
つ
原
則
主
義
に
よ
り
手
当
て
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
は
こ
れ
を

指
令
の
形
で
各
加
盟
国
に
対
す
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
提
示
し
、
も
と
も
と
実
質
株
主
の
議
決
権
行
使
が
保
障
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
さ
ら
に
加
盟
国
に
お
け
る
会
社
主
導
の
実
質
株
主
判
明
調
査
へ
の
重
層
的
カ
ス
ト
デ
ィ
の
情
報
提
供
義
務
や
議
決
権
行
使
助
言
機
関
の

中
立
公
平
助
言
義
務
の
措
置
化
を
も
検
討
し
て
い
る
。
指
令
の
改
正
が
実
現
す
れ
ば
、
各
加
盟
国
は
履
行
期
日
ま
で
に
同
等
効
果
を
有
す
る

国
内
措
置
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
の
形
で
盛
り
込
む
国
も
あ
れ
ば
、
会
社
法
の
規
定
と
し
て
盛
り
込
む
国
も
あ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
是
非
は
軽
々
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
現
下
の
外
国
人
株
主
の
議
決
権
行
使
を
取
り
巻
く
わ
が
国

の
状
況
を
見
る
限
り
、
ま
た
、
上
述
の
わ
が
国
に
お
け
る
最
近
の
二
つ
の
コ
ー
ド
の
趣
旨
を
勘
案
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
、

わ
が
国
の
会
社
法
上
の
制
度
と
し
て
発
行
会
社
主
導
の
実
質
株
主
開
示
制
度
構
築
と
抱
き
合
わ
せ
で
の
設
計
を
検
討
す
る
価
値
は
あ
ろ
う
。

＊

本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
三
〇
日
に
長
崎
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
九
州
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
今
日
的
課
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題
」
の
報
告
原
稿
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
筆
者
に
貴
重
な
報
告
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
西
山
芳
喜
九
州
大

学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
、
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
と
し
て
示
唆
に
富
む
ご
報
告
の
労
を
お
と
り
く
だ
さ
っ
た
野
村
修
也
中
央
大
学
法
科
大
学
院
教

授
、
畠
田
公
明
福
岡
大
学
法
学
部
教
授
、
砂
田
太
士
福
岡
大
学
法
学
部
教
授
（
報
告
順
）、
な
ら
び
に
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
積
極
的
に
議
論
に

加
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
株
式
会
社
Ｉ
Ｃ
Ｊ
業
務
執
行
統

括
役
・
今
給
黎
成
夫
氏
か
ら
、
と
り
わ
け
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
の
実
態
に
つ
い
て
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
る
。
む
ろ
ん
、
本
稿
に
お
け
る
誤
り
の
す
べ
て
は
筆
者
個
人
の
責
め
に
帰
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
平
成
二
四
年
信
託
研
究
奨
励
金
お
よ

び
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
二
五
三
八
〇
一
〇
七
）
を
得
て
な
さ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。

１
）

二
〇
一
五
年
六
月
一
六
日
の
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
の
株
主
総
会
に
先
立
ち
、
米
国
の
議
決
権
行
使
助
言
機
関
で
あ
るIn

stitu
tio
n
a
l
 
S
h
a
re-

h
o
ld
er S

erv
ices

（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
）
が
新
型
種
類
株
式
（
Ａ
Ａ
型
種
種
類
株
式；

本
種
類
株
式
は
、
中
長
期
的
株
式
保
有
株
主
の
優
遇
促
進
の
た
め
に
発
行

さ
れ
る
。
発
行
後
一
定
期
間
経
過
（
概
ね
五
年
）
を
条
件
に
、
普
通
株
式
へ
の
転
換
請
求
権
、
金
銭
に
よ
る
償
還
請
求
権
、
会
社
に
よ
る
金
銭
対
価
の
取

得
条
項
の
付
さ
れ
た
配
当
優
先
株
式
で
あ
る
）
の
導
入
に
関
す
る
定
款
変
更
議
案
に
反
対
の
議
決
権
行
使
を
推
奨
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
（
日
本
経
済

新
聞
二
〇
一
五
年
六
月
一
七
日
朝
刊
）。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
は
、
元
本
保
証
の
種
類
株
式
の
株
主
が
安
定
株
主
と
な
る
こ
と
で
会
社
経
営
の
規
範
が
緩
む
こ
と
を
懸

念
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
志
谷
匡
史
「
企
業
経
営
と
株
価
」
商
事
二
〇
七
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
八
頁
、
二
九
｜
三
〇
頁
。
二
〇
〇
六
年

に
は
、
回
答
が
得
ら
れ
た
全
国
五
証
券
取
引
所
上
場
国
内
会
社
の
う
ち
、
議
案
に
対
し
「
否
」
の
指
示
を
し
た
機
関
投
資
家
等
が
い
た
と
回
答
し
た
会
社

一
二
三
四
社
（
六
三
・
五
％
）、
い
な
か
っ
た
と
回
答
し
た
会
社
四
六
七
社
（
二
四
・
〇
％
）

二
〇
〇
六
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
七
八
四
号
（
二
〇

〇
六
年
）
六
一
頁
）、
二
〇
〇
七
年
に
は
、
い
た
が
一
一
五
八
社
（
五
九
・
三
％
）、
い
な
か
っ
た
が
四
九
三
社
（
二
五
・
三
％
）

二
〇
〇
七
年
株
主
総
会

白
書
」
商
事
一
八
一
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
六
五
頁
）、
二
〇
〇
八
年
に
は
、
い
た
が
一
一
七
五
社
（
五
九
・
九
％
）、
い
な
か
っ
た
が
四
八
八
社
（
二

四
・
九
％
）

二
〇
〇
八
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
八
五
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
八
頁
）、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
い
た
が
一
一
一
五
社
（
五
八
・

八
％
）、
い
な
か
っ
た
が
四
七
二
社
（
二
四
・
九
％
）

二
〇
〇
九
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
八
八
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
八
頁
）、
二
〇
一
〇
年
に

は
、
い
た
が
一
〇
二
九
社
（
五
五
・
一
％
）、
い
な
か
っ
た
が
四
五
九
社
（
二
四
・
六
％
）

二
〇
一
〇
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
九
一
六
号
（
二
〇
一

〇
年
）
六
一
頁
）、
二
〇
一
一
年
に
は
、
い
た
が
一
〇
八
二
社
（
五
八
・
五
％
）、
い
な
か
っ
た
が
四
一
〇
社
（
二
二
・
二
％
）

二
〇
一
一
年
株
主
総
会
白

書
」
商
事
一
九
四
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
九
頁
）、
二
〇
一
二
年
に
は
、
い
た
が
一
〇
六
四
社
（
五
七
・
七
％
）、
い
な
か
っ
た
が
三
八
八
社
（
二
一
・

〇
％
）

二
〇
一
二
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
九
八
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
六
頁
、）
二
〇
一
三
年
に
は
、
い
た
が
一
一
二
三
社
（
六
二
・
七
％
）、

い
な
か
っ
た
が
三
三
八
社
（
一
八
・
九
％
）

二
〇
一
三
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
二
〇
一
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
六
七
頁
）、
二
〇
一
四
年
に
は
、
い
た

が
一
一
二
〇
社
（
六
三
・
八
％
）、
い
な
か
っ
た
が
三
三
五
社
（
一
九
・
一
社
）

二
〇
一
四
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
二
〇
五
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
七

二
頁
）
と
な
っ
て
お
り
、
毎
年
六
割
程
度
の
上
場
会
社
で
内
外
機
関
投
資
家
等
か
ら
「
否
」
の
議
決
権
行
使
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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２
）

カ
ス
ト
デ
ィ
と
い
う
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
一
義
的
で
な
い
が
、
実
務
上
、
常
任
代
理
人
制
度
を
指
す
語
と
し
て
「
カ
ス
ト
デ
ィ
（cu

sto
d
y

）」、

常
任
代
理
人
・
保
管
機
関
を
指
す
語
と
し
て
「
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
（cu

sto
d
ia
n

）」
が
用
い
ら
れ
る
（
杉
浦
宜
彦
‖
渋
谷
彰
久
「
カ
ス
ト
デ
ィ
業
務
発
展

に
向
け
て
の
法
定
課
題
に
つ
い
て
｜
カ
ス
ト
デ
ィ
業
務
の
現
状
に
つ
い
て
の
包
括
的
分
析
と
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
の
残
さ
れ
た
法
的
課
題
に
つ
い
て
の

検
討
｜
」
Ｆ
Ｓ
Ａ
リ
サ
ー
チ
・
レ
ビ
ュ
ー
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
五
頁
）。
本
稿
に
お
い
て
「
カ
ス
ト
デ
ィ
」
と
い
う
場
合
に
は
、
在
外
の
証
券
保
管
機
関

を
指
す
も
の
と
す
る
。
な
お
、
か
つ
て
は
、
常
任
代
理
人
契
約
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
寄
託
契
約
と
委
任
契
約
と
の
混
合
契
約
と
さ
れ
て
い
た
（
河
本

一
郎
‖
大
武
泰
南
『
か
く
れ
た
株
主
｜
実
質
株
主
管
理
と
開
示
政
策
｜
』
商
事
法
務
研
究
会
（
一
九
八
六
年
）
九
一
頁
）
が
、
近
年
の
カ
ス
ト
デ
ィ
業
務

の
多
様
化
・
高
度
化
に
鑑
み
た
法
的
再
構
成
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

３
）

同
調
査
に
お
け
る
外
国
法
人
「
等
」
と
は
、

外
国
の
法
律
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
、
外
国
の
政
府
・
地
方
公
共
団
体
及
び
法
人
格
を
有
し
な
い

団
体
、
並
び
に
居
住
の
内
外
を
問
わ
ず
日
本
以
外
の
国
籍
を
有
す
る
個
人
」
を
指
す
。

４
）

東
京
証
券
取
引
所
、
名
古
屋
証
券
取
引
所
、
札
幌
証
券
取
引
所
、
福
岡
証
券
取
引
所
『
平
成
25
年
度
株
式
分
布
状
況
調
査
結
果
の
概
要
』
附
属
資
料

表
８
、
参
照
。

５
）

東
京
証
券
取
引
所
他
『
二
〇
一
四
年
度
株
式
分
布
状
況
調
査
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
（
要
約
版
）』
二
〇
一
五
年
六
月
一
八
日
。

６
）

藤
田
利
之
『
外
国
人
投
資
家
が
求
め
る
株
主
総
会
の
透
明
性

日
本
企
業
に
モ
ノ
申
す
外
国
人
株
主
』
東
洋
経
済
新
報
社
（
一
九
九
九
年
）
七
八

頁
。

７
）

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
は
、
議
決
権
（
間
接
保
有
分
を
含
む
）
上
限
を
三
分
の
一
未
満
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
等
の
議
決
権
保
有
に

よ
り
事
業
資
格
を
欠
く
こ
と
と
な
る
等
の
場
合
に
株
主
名
簿
へ
の
登
載
を
拒
み
う
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

８
）

外
為
法
二
六
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
外
国
投
資
家
と
は
、
①
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
、
②
外
国
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
も

し
く
は
外
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
、
③

①
②
に
よ
り
、
そ
の
総
議
決
権
の
五
〇
％
以
上
を
保
有
（
間
接
保
有
を
含
む
。）
さ

れ
る
会
社
、
ま
た
は
、
④

①
が
取
締
役
等
役
員
も
し
く
は
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
い
ず
れ
か
の
過
半
数
を
占
め
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
、
対
内
直

接
投
資
等
（
外
為
法
二
六
条
二
項
各
号
参
照
）
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

９
）

厳
密
に
い
え
ば
、

株
券
、
新
株
予
約
権
付
社
債
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
」
が
対
象
と
な
る
（
金
商
二
七
条
二
三
第
一
項
）。

10
）

ノ
ミ
ニ
ー
と
は
、
機
関
投
資
家
ご
と
に
保
険
会
社
や
投
資
会
社
お
よ
び
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
銀
行
が
自
己
の
計
算
で
ま
た
は
顧
客
の
計
算
で
保
有
し
て
い

る
株
式
を
株
主
名
簿
上
に
登
録
す
る
た
め
に
設
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
組
合
）
の
こ
と
で
あ
り
、
機
関
投
資
家
の
職
員
が
組
合
員
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
者
は
ノ
ミ
ニ
ー
名
義
の
株
式
を
譲
渡
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
（
河
本
‖
大
武
・
前
掲
注

２
）九
四
頁
）。

11
）

近
藤
光
男
‖
吉
原
和
志
‖
黒
沼
悦
郎
『
金
融
商
品
取
引
法
入
門
﹇
第
４
版
﹈』
商
事
法
務
（
二
〇
一
五
年
）
三
九
二
頁
。

12
）

岩
谷
賢
伸
「
外
国
人
株
主
に
よ
る
わ
が
国
企
業
へ
の
議
決
権
行
使
」
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
六
巻
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
五
八
頁
。
当
該
文
献
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か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
（
二
〇
一
五
年
九
月
一
〇
日
最
終
確

認
）。

13
）

山
崎
明
美
「
外
国
人
株
主
の
議
決
権
利
行
使

そ
の
実
務
と
対
応
」S

R
IC
 
R
ep
o
rt

四
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
三
四
頁
。

14
）

同
上
。

15
）

同
上
。

16
）

弥
永
真
生
「
外
国
人
投
資
家
の
議
決
権
行
使
」
ジ
ュ
リ
一
三
六
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
四
頁
。

17
）

山
崎
・
前
掲
注

13
）三
六
頁
。
な
お
、
関
孝
哉
「
外
国
人
株
主
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
実
態
と
対
応
」
商
事
一
五
五
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
九
頁

以
下
も
併
せ
て
参
照
。

18
）

河
本
‖
大
武
・
前
掲
注

２
）一
〇
八
頁
。

19
）

弥
永
・
前
掲
注

16
）四
頁
。

20
）

最
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
民
集
九
巻
一
一
号
一
六
五
七
頁
。

21
）

全
国
株
懇
連
合
会
「
株
主
総
会
等
に
関
す
る
実
態
調
査
集
計
表
」
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
一
〇
月
。

22
）

藤
田
・
前
掲

６
）一
五
九
頁
。

23
）

二
〇
〇
八
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
八
五
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
頁
、
二
四

二
五
頁
。
資
料
版
商
事
法
務
二
九
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
に

よ
れ
ば
、
回
答
が
あ
っ
た
上
場
会
社
一
九
九
五
社
中
一
〇
二
四
社
（
五
一
・
三
％
）
で
前
年
度
か
ら
四
・
九
ポ
イ
ン
ト
減
少
で
あ
っ
た
。
な
お
、
括
弧
内
は

そ
の
年
に
お
け
る
集
中
日
を
示
し
て
い
る
。

24
）

二
〇
〇
九
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
八
八
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
頁
、
二
四
頁
。
資
料
版
商
事
法
務
三
〇
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
に
よ
れ

ば
、
回
答
が
あ
っ
た
上
場
会
社
一
九
六
三
社
中
一
〇
三
一
社
（
五
二
・
五
％
）
と
さ
れ
て
い
る
。

25
）

二
〇
一
〇
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
九
一
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
頁
、
二
三
頁
。
資
料
版
商
事
法
務
三
一
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
で
は
上

場
会
社
一
九
一
七
社
中
八
六
三
社
（
四
五
・
〇
％
）。

26
）

二
〇
一
一
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
九
四
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
八
頁
。

27
）

二
〇
一
二
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
九
八
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
二
頁
。

28
）

二
〇
一
三
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
二
〇
一
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
二
頁
。

29
）

二
〇
一
四
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
二
〇
五
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
四
頁
。

30
）

二
〇
一
四
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
二
〇
五
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
八
頁
。

31
）

平
成
二
二
年
六
月
総
会
会
社
に
お
け
る
招
集
通
知
発
送
日
早
期
化
状
況
調
査
」
資
料
版
商
事
法
務
三
一
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
三

一
五
頁
。
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32
）

二
〇
一
四
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
二
〇
五
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
〇
頁
。

33
）

二
〇
〇
六
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
七
八
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
二
頁
以
下
。

34
）

な
お
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
神
田
秀
樹
ほ
か
「
特
集

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」
ジ
ュ
リ
一
四
八
四

号
（
二
〇
一
五
年
）
一
四
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
各
論
考
を
参
照
。

35
）

東
京
証
券
取
引
所
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
〜
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
た
め
に
〜
」
基
本
原
則

１
、
１
｜
２
④
。

36
）

二
〇
〇
八
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
八
五
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
頁
。

37
）

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
会
社
の
一
覧
は
、h

ttp
: //w

w
w
.icj.co

.jp
/en

g
lish

/in
tro
d
u
ctio

n
.h
tm
l

（
二
〇
一
五
年
九
月
一
〇
日
最
終
確
認
）
か

ら
入
手
で
き
る
。

38
）

弥
永
・
前
掲
注

16
）八
六
頁
。

39
）

全
国
株
懇
連
合
会
『
株
主
総
会
等
に
関
す
る
実
態
調
査
集
計
表
』
平
成
二
六
年
一
〇
月
七
頁
。
採
用
予
定
が
な
い
と
回
答
し
た
会
社
の
割
合
は
五

四
・
四
％
に
の
ぼ
る
。

40
）

Ｉ
Ｃ
Ｊ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トh

ttp
: //w

w
w
.icj.co

.jp
/fa

q
/im

d
ex
.h
tm
l

（
二
〇
一
五
年
九
月
一
〇
日
最
終
確
認
）
に
よ
る
。

41
）

基
本
原
則
１
｜
２
④
。

42
）

最
決
平
成
二
二
年
一
二
月
七
日
金
判
一
三
六
〇
号
一
八
頁
。

43
）

D
irectiv

e 2007 /36 /E
C o

f th
e E

u
ro
p
ea
n P

a
rlia

m
en
t a
n
d o

f th
e C

o
u
n
cil o

f 11 Ju
ly 2007 o

n th
e ex

ercise o
f certa

in rig
h
ts o

f
 

sh
a
reh

o
ld
ers in listed co

m
p
a
n
ies,

﹇2007

﹈O
J L

 
184 /17.

44
）

指
令
一
条
一
項
参
照
。

45
）

指
令
前
文
⑹
。

46
）

指
令
五
条
。
た
だ
し
、
株
主
総
会
の
総
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
の
特
別
決
議
で
も
っ
て
、
臨
時
総
会
の
招
集
通
知
期
間
を
一
四
日
ま
で
短
縮
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
五
条
一
項
）。

47
）

指
令
五
条
三
項
。

48
）

指
令
五
条
四
項
。

49
）

指
令
七
条
一
項
ａ
。

50
）

指
令
七
条
一
項
ｂ
。

51
）

指
令
七
条
三
項
。
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52
）

指
令
七
条
三
項
。

53
）

指
令
一
〇
条
二
項
。

54
）

指
令
一
〇
条
三
項
。

55
）

指
令
一
〇
条
四
項
。

56
）

指
令
一
〇
条
五
項
。

57
）

指
令
一
三
条
一
項
。

58
）

指
令
一
三
条
二
項
。

59
）

指
令
一
三
条
三
項
。

60
）

指
令
一
三
条
四
項
。

61
）

指
令
一
三
条
五
項
。

62
）

C
o
rp
o
ra
te G

o
v
ern

a
n
ce in fin

a
n
cia
l in

stitu
tio
n
,
C
O
M

(2010)
284 fin

a
l;
T
h
e E

U
 
co
rp
o
ra
te g

o
v
ern

a
n
ce fra

m
ew
o
rk
,
C
O
M

(2011)
164 fin

a
l.

63
）

C
O
M
(2012)

740 fin
a
l.

64
）

P
ro
p
o
sa
l fo

r a D
irectiv

e o
f th

e E
u
ro
p
ea
n P

a
rlia

m
en
t a
n
d o

f th
e C

o
u
n
cil a

m
en
d
in
g D

irectiv
e 2007 /36 /E

C a
s reg

a
rd
s th

e
 

en
co
u
ra
g
em
en
t o
f lo

n
g
-term

 
sh
a
reh

o
ld
ers en

g
a
g
em
en
t a
n
d D

irectiv
e 2013 /34 /E

U
 
a
s reg

a
rd
s certa

in elem
en
ts o

f th
e co

rp
o
ra
te

 
g
o
v
ern

a
n
ce sta

tem
en
t

（h
erein

a
fter S

R
D
II P

ro
p
o
sa
l

）.

65
）

U
.
N
o
a
ck
,
W
ie
 
g
eh
t es eig

en
tlich

｜d
er A

k
tio
n
a
rsrech

te-R
ich
tlin

ie?,
E
u
ro
p
a
isch

es G
esellsch

a
ftrech

t,
h
ttp
: //n

o
tizen

.

d
u
sla
w
.d
e /w

ie-g
eh
t-es-eig

en
tlich

-d
er-a

k
tio
n
a
ersrech

te-rich
tlin

ie /
.

（
二
〇
一
五
年
九
月
一
〇
日
最
終
確
認
）

66
）

当
該
用
語
は
、
邦
語
で
は
「
目
的
を
持
っ
た
対
話
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

67
）

S
R
D
II P

ro
p
o
sa
l,
E
x
p
la
n
a
to
ry M

em
o
ra
n
d
u
m
,
P
.3.

た
だ
し
、
外
国
人
株
主
の
ほ
と
ん
ど
が
海
外
機
関
投
資
家
で
あ
る
わ
が
国
と
は
異
な

り
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
い
て
は
域
内
Ｍ
＆
Ａ
の
活
発
化
に
よ
り
、
機
関
投
資
家
で
は
な
い
一
般
の
外
国
企
業
の
株
式
保
有
が
一
定
割
合
を
占
め
て
い
る
と
い

わ
れ
る
（
た
と
え
ば
、
ジ
ェ
イ
・
ユ
ー
ラ
ス
・
ア
イ
ア
ー
ル
（
株
）『
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
｜
日
本

企
業
へ
の
影
響
と
Ｉ
Ｒ
活
動
｜
』
同
友
館
（
二
〇
一
四
年
）
一
〇
七
頁
）。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
外
国
人
投
資
家
比
率
の
推
移
等
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

D
.
Z
etzsch

e,
‘S
h
a
reh

o
ld
er P

a
ssiv

ity
,
C
ro
ss-b

o
rd
er V

o
tin
g a

n
d th

e S
h
a
reh

o
ld
er R

ig
h
ts D

irectiv
e’,

﹇2008

﹈Jo
u
rn
a
l o
f C
o
rp
o
ra
te

 
L
a
w
 
S
tu
d
ies 290ff.

68
）

従
来
、
会
社
が
実
質
株
主
像
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
も
、
名
義
株
主
で
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
や
そ
の
サ
ブ
カ
ス
ト
デ
ィ
等
は
、
守
秘
義
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務
や
そ
の
設
立
準
拠
法
た
る
外
国
の
法
令
を
盾
に
実
質
株
主
情
報
の
開
示
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
多
く
、
民
間
の
調
査
機
関
等
に
委
託
し
て
不
確
か
な
株
主

判
明
調
査
を
行
う
ほ
か
な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
各
加
盟
国
が
外
国
株
主
の
カ
ス
ト
デ
ィ
等
に
対
し
、
会
社
要
求
に
基
づ
く
開
示
義
務
を
課
す
制
度
を
有
す
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
低
コ
ス
ト
で
よ
り
効
率
的
な
議
決
権
行
使
が
図
ら
れ
う
る
。
法
の
要
求
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
等
の
守

秘
義
務
は
解
除
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

69
）

改
正
提
案
三
ａ
条
。

70
）

改
正
提
案
三
ｂ
条
。

71
）

違
反
に
対
す
る
制
裁
措
置
は
各
加
盟
国
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
何
ら
か
の
実
効
性
確
保
の
措
置
は
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

72
）

改
正
提
案
三
ｆ
条
。

73
）

改
正
提
案
三
ｆ
条
四
項
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
て
い
る
。

74
）

改
正
提
案
三
ｇ
条
。

75
）

改
正
提
案
三
ｈ
条
。

76
）

改
正
提
案
三
ｉ
条
一
項
・
二
項
。

77
）

改
正
提
案
三
ｉ
条
三
項
。

78
）

機
関
投
資
家
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
は
、
ハ
ン
ズ
オ
ン
型
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
型
と
い
う
二
つ
の
型
が
あ
る
。
前
者
は
、
企
業
の
事
業
計
画
の
検

討
・
立
案
等
か
ら
実
際
の
人
材
支
援
ま
で
も
視
野
に
入
れ
た
活
動
に
よ
っ
て
投
資
先
企
業
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
後
者

は
、
イ
ン
ヴ
ェ
ス
タ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｉ
Ｒ
）
活
動
の
改
善
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
変
更
に
よ
る
株
価
影
響
等
の
議
論
を
通
じ
て
投
資
先
企
業
の

自
主
的
な
経
営
判
断
を
支
援
し
、
こ
れ
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
（
堀
井
浩
之
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
基
づ
く
投

資
家
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
活
動
」
信
託
二
六
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
七
頁
）。

79
）

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
『
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
』
の
諸
原
則
《
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー

ド
》
〜
投
資
と
対
話
を
通
じ
て
企
業
の
持
続
的
成
長
を
促
す
た
め
に
〜
」
平
成
二
六
年
二
月
二
六
日
。
受
入
機
関
投
資
家
の
リ
ス
ト
は
、h

ttp
: //w

w
w
.

fsa
.g
o
.jp
/sin

g
i /stew

a
rd
sh
ip
/in
d
ex
.h
tm
l

か
ら
入
手
で
き
る
（
二
〇
一
五
年
九
月
一
〇
日
最
終
確
認
）。

80
）

山
崎
・
前
掲
注

13
）三
四
頁
。
六
な
い
し
七
割
判
明
す
れ
ば
か
な
り
よ
い
ほ
う
で
あ
る
と
い
う
。

81
）

も
っ
と
も
、
実
質
株
主
判
明
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
に
あ
る
外
国
人
投
資
家
が
会
社
の
実
質
株
主
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
も
、

Ｉ
Ｒ
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
株
主
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
効
用
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
同
上
三
八
頁
）。

82
）

同
上
。

83
）

全
国
株
懇
連
合
会
「
株
主
総
会
等
に
関
す
る
実
態
調
査
集
計
表
」

二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
一
四
頁
。
調
査
対
象
は
、
全
国
株
懇
連
合
会
加
盟
会
社
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二
一
九
八
社
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
回
答
が
あ
っ
た
一
七
五
三
社
の
実
態
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
会
社
の
資
本
規
模
は
ま
ち
ま
ち

で
あ
り
、
ま
た
、
非
上
場
会
社
も
含
ま
れ
て
い
る
。

84
）

会
社
法
一
二
五
条
。
も
っ
と
も
、
会
社
法
上
株
式
会
社
が
株
主
名
簿
を
作
成
し
て
株
主
情
報
を
管
理
す
る
効
用
は
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
株
主
と

扱
え
ば
足
り
る
と
の
会
社
に
対
す
る
免
責
的
効
力
が
付
与
さ
れ
、
会
社
は
そ
れ
以
上
の
調
査
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
点
に

つ
き
、
た
と
え
ば
、
河
本
‖
大
武
・
前
掲
注

２
）一
一
頁
）。

85
）

た
と
え
ば
、
酒
巻
俊
雄
‖
龍
田
節
編
集
代
表
『
逐
条
解
説
会
社
法

第
四
巻
機
関
一
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
〇
八
年
）
一
三
三
頁
〔
浜
田
道
代
〕。

86
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
田
尚
武
「
実
質
株
主
の
開
示
制
度
｜
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
実
質
株
主
の
開
示
制
度
を
参
考
に
し
て
｜
（
下
）」
商

事
一
八
〇
〇
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
九
頁
が
示
唆
に
富
む
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
現
行
二
〇
〇
六
年
会
社
法
中
、
公
開
会
社
の
実
質
株
主
調
査
権

（
第
二
二
編
）
に
加
え
、
一
四
五
条
が
実
質
株
主
へ
の
、
①
書
面
決
議
の
送
付
（
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
以
下
同
じ
）
二
九
一
条
、
二
九
三

条
）、
②
書
面
決
議
の
回
付
請
求
（
二
九
二
条
）、
③
株
主
総
会
の
招
集
請
求
権
（
三
〇
三
条
）、
④
株
主
総
会
の
招
集
通
知
受
領
権
（
三
一
〇
条
）、
⑤
株

主
総
会
の
議
題
・
議
案
請
求
権
（
三
一
四
条
）、
⑥
議
決
権
の
代
理
行
使
者
の
指
名
権
（
三
二
四
条
）、
⑦
公
開
会
社
に
お
け
る
株
主
総
会
決
議
の
回
付
請

求
権
（
三
三
八
条
）、
⑧
計
算
書
類
お
よ
び
報
告
書
類
謄
本
の
送
付
（
四
二
三
条
）
に
つ
い
て
会
社
が
定
款
で
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
を
規
定
し

て
い
る
。
か
つ
て
一
九
八
五
年
会
社
法
中
に
置
か
れ
て
い
た
大
量
保
有
報
告
制
度
（
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

大
量
保
有
」
は
総
議
決
権
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
保
有
）
は
、
現
在
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
庁
（F

in
a
n
cia
l S
erv

ices A
g
en
cy

）
制
定
に
係
る
「
開
示
・
透
明
性
規
則
（D

isclo
su
re a

n
d T

ra
n
sp
a
r-

en
cy R

u
les

）」
中
に
移
行
し
て
い
る
。
加
え
て
、
二
〇
一
五
年
小
規
模
事
業
・
企
業
・
雇
用
法
（T

h
e S

m
a
ll B

u
sin
ess,

E
n
terp

rise a
n
d E

m
p
lo
y
-

m
en
t A

ct 2015,
c.26

）
第
七
編
が
、
所
定
割
合
の
株
式
ま
た
は
議
決
権
等
を
保
有
す
る
株
主
の
保
有
簿
の
作
成
と
公
衆
へ
の
公
開
を
義
務
づ
け
て
い
る

（
法
案
段
階
で
は
、
総
株
式
も
し
く
は
総
議
決
権
の
二
五
％
保
有
か
、
ま
た
は
経
営
を
支
配
す
る
者
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
詳
細
要
件
に
つ
い
て
は
政

府
で
策
定
中
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
第
七
編
は
す
べ
て
の
株
式
会
社
に
適
用
さ
れ
る
）。
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わが国上場企業のガバナンスに果たす外国人投資家の役割（上田）




